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平成２６年本別町議会第２回臨時会会議録 

平成２６年４月２５日（金曜日）午後１時３０分開会 

───────────────────────────────────────  

○議事日程 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期決定の件 

日程第 ３  諸般の報告 

日程第 ４ 議案第４１号 平成２６年度本別町一般会計補正予算（第１回）に

ついて 

日程第 ５ 議案第４２号 平成２６年度本別町介護サービス事業特別会計補正

予算（第１回）について 

日程第 ６ 議案第４３号 本別町税条例等の一部改正について 

日程第 ７ 議案第４４号 本別町国民健康保険税条例の一部改正について  

日程第 ８ 議案第４５号 平成２５年度栄町団地公営住宅建替工事（１２号棟）

請負契約について 

日程第 ９ 議案第４６号 平成２５年度栄町団地公営住宅建替工事（Ｂ棟－１

８）請負契約について 

日程第１０ 議案第４７号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について  

日程第１１ 議案第４８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更

について 

日程第１２  議員派遣の件 

───────────────────────────────────────  

○会議に付した事件 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期決定の件 

日程第 ３  諸般の報告 

日程第 ４ 議案第４１号 平成２６年度本別町一般会計補正予算（第１回）に

ついて 

日程第 ５ 議案第４２号 平成２６年度本別町介護サービス事業特別会計補正

予算（第１回）について 

日程第 ６ 議案第４３号 本別町税条例等の一部改正について 

日程第 ７ 議案第４４号 本別町国民健康保険税条例の一部改正について  

日程第 ８ 議案第４５号 平成２５年度栄町団地公営住宅建替工事（１２号棟）

請負契約について 

日程第 ９ 議案第４６号 平成２５年度栄町団地公営住宅建替工事（Ｂ棟－１

８）請負契約について 
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日程第１０ 議案第４７号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について  

日程第１１ 議案第４８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更

について 

日程第１２  議員派遣の件 

─────────────────────────────────────  

○出席議員（１０名）  

議 長 １２番  方 川 一 郎 君   副議長 １１番 林 武 君 

 ２番  山 西 二三夫 君    ４番 黒 山 久 男 君 

 ５番  小笠原 良   美 君    ６番 山 田 鶴 雄 君 

 ７番  方 川 英 一 君    ８番 笠 原  求 君  

  ９番  高 橋 利 勝 君   １０番 阿 保 静 夫 君 

─────────────────────────────────────  

○欠席議員（１名）  

 ３番 戸 田  徹 君   

─────────────────────────────────────  

○説明のため出席した者の職氏名  

町 長 髙 橋 正 夫 君   副 町 長 砂 原  勝 君 

会 計 管 理 者 黒 田  匡 君   総 務 課 長 大和田    収 君 

保 健 福 祉 課 長 吉 井 勝 彦 君  住 民 課 長 千 葉 輝 男 君  

子ども未来課長 井 上 松 子 君  建 設 水 道 課 長 能 祖  豊 君 

企 画 振 興 課 長 川 本 秀 二 君   老人ホーム所長 岩 城 幸 宏 君  

国保病院事務長 毛 利 俊 夫 君  総 務 課 長 補 佐 三 品 正 哉 君  

教 育 長 中 野 博 文 君  教 育 次 長 佐々木  基  裕 君  

─────────────────────────────────────  

○職務のため議場に出席した者の職氏名  

事 務 局 長 鷲 巣 正 樹 君   総 務 担 当 主 査 松 本  恵 君 
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◎開会宣告 

○議長（方川一郎君） ただいまから、平成２６年第２回本別町議会臨時会を開会し

ます。 

───────────────────────────────────────  

◎開議宣告 

○議長（方川一郎君） これから、本日の会議を開きます。  

───────────────────────────────────────  

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（方川一郎君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、阿保静夫君、高橋利勝君、

及び山田鶴雄君を指名します。 

───────────────────────────────────────  

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（方川一郎君） 日程第２ 会期決定の件を議題とします。  

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。  

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日１日間に決定いたしました。  

───────────────────────────────────────  

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（方川一郎君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

報告第４号専決処分報告、平成２５年度本別町一般会計補正予算（第１５回）につい

て報告を求めます。 

 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） 報告第４号専決処分報告。平成２５年度本別町一般会計

補正予算（第１５回）について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分

したので同条第２項の規定により報告いたします。  

 予算書の１ページをお開きください。   

 歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７０万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ７７億４ ,９３４万２ ,０００円とする内容であります。  

 ３ページ、４ページをお願いいたします。  

 １、歳入でありますが、１７款１項１目寄付金１節総務費寄付金５０万円の増額補

正は、個性あるふるさとづくり基金として、本別町にお住まいの匿名の方からの寄付
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金。２節民生費寄付金２０万円の増額補正は、高齢者福祉振興基金として、本別町新

町にお住まいの○○○様からの指定寄付金でございます。  

 次の歳出でありますが、寄付者の意向により基金への積み立てに充てるものでござ

います。  

 以上、簡単でありますが専決処分報告とさせていただきます。  

○議長（方川一郎君） これで、報告済みといたします。  

 次に、報告第５号専決処分報告、平成２５年度本別町国民健康保険病院事業会計補

正予算（第５回）について報告を求めます。  

 毛利病院事務長。 

○国保病院事務長（毛利俊夫君） 報告第５号専決処分報告。平成２５年度本別町国

民健康保険病院事業会計補正予算（第５回）について、地方自治法第１８０条第１項

の規定により専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告いたします。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。  

 補正の内容は、第２条資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもので、

収入では、第１款資本的収入第７項寄付金を１万円増額補正し、資本的収入の総額を

１億１５４万５,０００円とするものでございます。  

 内容は、本別町にお住まいの匿名の方から１万円の寄付金を受け入れたものでござ

います。 

 支出では、第１款資本的支出第３項投資を１万円増額補正し、資本的支出の総額は

１億３,１１０万６,０００円となりますが、寄付者の意向により医療施設等整備基金

に積み立てることといたしました。  

 ２ページ以降の補正予算実施計画及び補正予算説明書につきましては省略させてい

ただきます。 

 以上、専決処分報告といたします。  

○議長（方川一郎君） これで、報告済みといたします。  

次に、監査委員から平成２６年２月分に関する例月出納検査結果報告書の提出があ

りました。 

その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。  

これで、諸般の報告を終わります。  

───────────────────────────────────────  

◎日程第４ 議案第４１号 

○議長（方川一郎君） 日程第４ 議案第４１号平成２６年度本別町一般会計補正予

算（第１回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） 議案第４１号平成２６年度本別町一般会計補正予算（第
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１回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、緊急雇用創出推進事業及び北海道地域づくり総合交付金事業の追加

等が主なものであります。  

 予算書の１ページをお開きください。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１ ,４３８万１,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６３億８,９９４万５,０００円とする内容で

あります。 

 それでは、歳出から事項別明細書により主なものについて御説明いたします。 

 ５ページ、６ページをお願いいたします。 

 ２、歳出ですが１款１項１目議会費６２万７,０００円の補正は、バイオマス資源利

活用に係る先進地視察研修派遣に伴う議会議員５名分であります。  

 次の３款民生費２項老人福祉費３目介護保険費２８節繰出金８万１,０００円の補

正は、特別養護老人ホームの洗濯機１台が使用不能となったため更新するものであり

ます。 

 次の７款１項商工費２目商工業振興費８節報償費１０万円の補正は、木工新製品調

査事業を推進するため、研修会の講師謝礼等で、北海道の地域づくり総合交付金を活

用して実施するものであります。  

 下段の１１節需用費２８万円の補正は、旧駅前広場にありますからくり時計が故障

のため修理を行うものであります。  

 下段の１３節委託料中、木工新製品調査事業１３５万６,０００円の補正は、木工新

製品調査事業としてマーケティング調査等を実施するもので、北海道の地域づくり総

合交付金を活用して行うものであります。  

 次の特産品販売力強化事業２９９万２,０００円の補正は、特産品の販売強化や新た

な商品開発を進め、農業、商工業の発展、雇用の増加の確保を目指すものであります。  

 次の中心市街地活性化推進事業２９９万２,０００円の補正は、商店街の活性化を図

るため、ワークショップや研修会を開催し人材育成を進めるものであります。  

 次の３目観光費１３節委託料食観光推進事業５９５万３,０００円の補正は、各種イ

ベントの参加、都市部での商談会への参加等を実施し、食をとおした観光振興と交流

人口の拡大、雇用の場の確保を目指すとともに、それを担う人材育成を図るものであ

ります。 

 特産品販売力強化事業、中心市街地活性化推進事業、食観光推進事業は、いずれも

国の緊急雇用創出推進事業を活用して実施するものであります。  

 ３ページ、４ページをお開きください。 

 歳入ですが１０款１項１目地方交付税４４万４,０００円の増額は、歳入歳出の差額

分を計上したものであります。  
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 次の１５款道支出金２項道補助金４目労働費道補助金１節労働費補助金１ ,１９３

万７,０００円の増額は、緊急雇用創出推進事業補助金、歳出で説明しましたが、特産

品販売力強化事業、中心市街地活性化推進事業、食観光推進事業の補助金であります。  

 次の８項商工費道補助金１節商工費補助金２００万円の補正は、地域づくり総合交

付金、歳出で説明いたしましたが、カラマツ材付加価値化推進事業の補助金でありま

す。 

 以上、平成２６年度本別町一般会計補正予算（第１回）の提案説明にかえさせてい

ただきます。 

 よろしく御審議をお願いします。  

○議長（方川一郎君） これから、質疑を行います。  

 質疑は、歳入歳出一括とします。  

 高橋利勝君。 

○９番（高橋利勝君） ６ページの商工費の委託料で、業務委託料として食観光推進

事業５９５万３,０００円ということで、今、総務課長のほうから概要について説明が

ありましたが、５９５万円というお金ですので、もう少し具体的にどういうことをと

いうことがあれば、お伺いをしたいと思います。  

○議長（方川一郎君） 答弁、川本企画振興課長。 

○企画振興課長（川本秀二君） お答をさせていただきます。 

 本事業につきましては、ただいま総務課長のほうから説明があったとおり緊急雇用

を活用した事業でございまして、昨年までは、企業支援型という緊急雇用で、本町も

３本程度の事業を展開をしてきたところでございますけども、これは雇用の創出に向

けた取り組みでございましたけども、今回新たに２６年度より地域人づくり事業とい

う形で緊急雇用がスタートをしたところでございます。この事業の考え方を若干述べ

たいと思いますけども、本事業の国の考え方ですけども、好環境実現のための経済対

策ということで２５年の補正予算で事業の実施を行うものでございまして、本事業に

よりまして、地域において産業、社会情勢等の実状に応じた多様な人づくりを目指す

という中で若者や女性、高齢者等の潜在力を引き出して雇用の拡大につなげていくと

いう取り組みでございまして、実施時期については２６年度末までの１年間の事業で

ございます。 

 また、委託先でございますけども、民間企業、ＮＰＯ法人、そのた法人または法人

以外の団体も該当するということでございまして、今回の３本の緊急雇用でございま

すけども、雇用拡大につながるもので、離職者の人材育成、就業の支援を行う内容で

ございますけども、今御質問あった観光のほうの事業につきましては、雇用型という

形で新規雇用を２名を予定した中で、それにかかわる事業を進めるということでござ

いまして、食観光推進事業につきましては、観光協会に委託をする予定でございます。

事業の中身的には、農産物や地域の食材と飲食店、ホテルへのマッチングを行う、ま
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たは都市部での食品の展示会、商談会、それからイベント等への参加の経費。また、

既存のイベントを活用して、地元のイベント等もございますので、食観光の取り組み、

またはそれに伴う人材育成のための講習会を開催をしていくということで考えてござ

いまして、食をとおして観光振興と交流人口の拡大、雇用の場の確保を目指すと、そ

れを担う人材の育成を図るものでございまして、雇用創出は本事業で２名を予定して

ございます。事業費は、今申し上げましたとおり５９５万３ ,０００円ということでご

ざいます。以上です。 

○議長（方川一郎君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。  

 これから、討論を行います。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで、討論を終わります。  

 これから、議案第４１号平成２６年度本別町一般会計補正予算（第１回）について

を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４１号平成２６年度本別町一般会計補正予算（第１回）につい

ては、原案のとおり可決されました。  

───────────────────────────────────────  

◎日程第５ 議案第４２号 

○議長（方川一郎君） 日程第５ 議案第４２号平成２６年度本別町介護サービス事

業特別会計補正予算（第１回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。  

 岩城老人ホーム所長。 

○老人ホーム所長（岩城幸宏君） 議案第４２号平成２６年度本別町介護サービス事

業特別会計補正予算（第１回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

 それでは、予算書の１ページをお開きください。  

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８万１,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億７,１１８万８,０００円とするものであります。 

 それでは、事項別明細書により歳出から御説明させていただきます。  
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 ３ページ、４ページをお願いいたします。  

 ２、歳出。１款介護サービス事業費１項１目施設介護サービス事業費１８節備品購

入費８万１,０００円の補正は、特別養護老人ホームで使用している全自動洗濯機１台

が破損し、使用不可能となったため更新するものでございます。  

 次に、１、歳入。４款繰入金１項他会計繰入金１目１節一般会計繰入金につきまし

ては、歳出で御説明いたしました予算に伴う補正であります。  

 以上で、提案説明とさせていただきます。  

 よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（方川一郎君） これから、質疑を行います。  

 質疑は、歳入歳出一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。  

 これから、討論を行います。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで、討論を終わります。 

 これから、議案第４２号平成２６年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第

１回）についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４２号平成２６年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算

（第１回）については、原案のとおり可決されました。  

───────────────────────────────────────  

◎日程第６ 議案第４３号 

○議長（方川一郎君） 日程第６ 議案第４３号本別町税条例等の一部改正について

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。  

 千葉住民課長。 

○住民課長（千葉輝男君） 議案第４３号本別町税条例等の一部改正につきまして、

提案内容の御説明をさせていただきます。  

 このたびの改正は、地方税法の改正を受けて行うもので、地方法人税の創設に対応

して、法人町民税の税割の制限税率を引き下げるための規定の整備及び軽自動車の税

率を引き上げる改正、肉用牛の売却による事業所得の課税の特例について３年間の延
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長をするための改正などが主な内容となっております。 

 それでは、改正条文に沿って概要について御説明をさせていただきますが、地方税

法改正等に伴い適用条項が繰り上げ、繰り下げされたことによる条文整理に係る改正

及び本町に該当しない部分の説明につきましては省略をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。  

 また、１ページ、２ページを２枚めくっていただきまして、左側のページの上から

１５行目ほどにありますが本別町税条例の一部を改正する条例の一部改正の附則の部

分につきましては、このたび改正をいたします条項の施行日及び経過措置について定

めておりますので、改正本文と附則を合わせて総対的に御説明をさせていただきます。 

 それでは、最初のページに戻っていただきまして、改正文の１行目の部分です。  

 第２３条第２項中外国法人をから７行目までの改正文につきましては、法人町民税

の外国法人に係る改正であり本町では該当はありません。 

 続きまして８行目、第３３条第５項中から９行目までの改正文は、所得割の課税標

準について適用条項の号が繰り上がったことにより条文整理のための改正であります。 

 １０行目、第３４条の４中から１１行目までの改正文につきましては、地方交付税

の原資化とするため国税として扱われる地方法人税の創設に対応しまして、法人税割

の制限税率が引き下げられたことに伴う規定の整備で、法人町民税割の税率について

現在１４.７パーセントのものが１２.１パーセントに改正をするものです。平成２６

年１０月１日施行で、同日以後に開始する事業年度分の法人町民税及び同日以後に開

始する連結事業年度分の町民税について適用されます。  

 その下の１２行目、第４８条第２項中から１７行目までの改正文は、これにつきま

しても外国法人に関わる改正でありまして、本町には該当がありません。 

 １８行目の改正文、第５７条及び第５９条中の部分ですが、この部分は、子ども・

子育て支援新制度にかかわる固定資産税の非課税措置を定めているものですが、適用

条項の号の繰り下げによる条文整理に伴う改正でありまして、この部分についても本

町には該当がありません。 

 １９行目になりますが、第８２条第１号ア中以降、次ページの１２行目までの改正

文につきましては、軽自動車税の税率の引き上げに関する改正で、区分といたしまし

て、原動機付自転車で、総排気量が０.０５リットル以下または定格出力０.６キロワ

ット以下のものにつきましては、現行１,０００円が２,０００円に、それから２輪の

もので総排気量０.０５リットル超０.０９リットル以下または定格出力０.６キロワ

ット超０.８キロワット以下のものにつきましては現行１,２００円が２,０００円に、

２輪のもので総排気量０.０９リットル超または定格出力０.８キロワット超のもの１,

６００円が２,４００円に、ミニカーにつきましては２,５００円が３,７００円に改正

となります。 

 それから、軽自働車につきましては、２輪のもので側車つきのものを含みます、に
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つきましては、現行２,４００円が３,６００円に、３輪のもの ３ ,１００円が３ ,９

００円、４輪以上の乗用で、営業用のものにつきましては５,５００円が６,９００円

に、４輪以上の乗用で、自家用のものにつきましては７,２００円が１万８００円、４

輪以上の貨物用で、営業用のものにつきましては３,０００円が３,８００円に、同じ

く４輪以上の貨物用で、自家用のものにつきましては４,０００円が５,０００円に、

それから、もっぱら雪上を走行するもの、これはスノーモービル等ですが２,４００円

が３,０００円に改正となります。 

 それから、小型特殊自働車で農耕作業用のものにつきましては１,６００円が２,０

００円に、その他のものにつきましては４,７００円が５,９００円となります。 

 それと、２輪の小型自動車で総排気量が２５０cc を超える全ての自動２輪車につき

ましては４,０００円が６,０００円に改正となります。これにつきましては、平成２

７年４月１日施行で、平成２７年度以後の年度分の軽自動車税について適用されます。 

 続きまして１３行目、附則第４条の２中から１８行目までの改正文は、公益法人等

に係る町民税の課税の特例について、租税特別措置法改正に伴う改正でありますけど

も本町においては該当はありません。 

 １９行目、附則第６条を次のように改める以降２１行目までの改正文は、居住用財

産の買いかえ等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除及び特定居住用財産の譲渡

損失の損益通算及び繰越控除の規定、それから特定居住用財産の譲渡損失の損益通算

及び繰越控除についての規定でありますが、ここで記載されていた部分につきまして

は、単に課税標準の計算の細目を定めてありましたことから、条例の性格上、不必要

だということで今回、削除するものです。  

 ２２行目ですが、附則第７条の４中以降２３行目までの改正文につきましては、寄

付金税額控除における特例控除の特例について定められておりまして、地方公共団体

に寄付をした場合は、一定の税額控除等がありますが、平成２５年度の税制改正にお

きまして、平成２７年度分以後の所得税の最高税率が４０パーセントから４５パーセ

ントに引き上げられたことに伴いまして、平成２８年度分以後の寄付金税額控除に係

る特例控除の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得４,０００万円超の場合は４

５パーセントとすることとなりました。平成２９年１月１日施行で、平成２９年度以

後の年度分の個人の町民税について適用します。  

 それから２４行目ですが、附則第８条第１項中の改正文につきましては、肉用牛の

売却による事業所得の課税の特例について、適用期限を３年間延長するものです。  

 続きまして２５行目、附則第１０条の２以降下から４行目までの改正文は、固定資

産税等の課税標準の特例について定めたもので、本町に該当する部分では、公共の危

害防止のために設置された施設で水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場

または事業場の汚水または廃液の処理施設で、総務省令で定めるものに該当する場合

は、課税標準額を６分の１以上２分の１以下の範囲内で市町村が条例で定められるこ
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ととなりましたが、本町においては従来どおり課税標準額を３分の１とするもので、

これまで本町においては２社に適用しております。改正後の規定は平成２６年４月１

日以後に取得される償却資産について、平成２７年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用となります。 

 同じページの下から３行、附則第１０条の３に次の１項を加えるから次ページの１

４行目までの改正文につきましては、耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物

等に対する減額措置の創設に伴いまして、その適用を受けようとする者がすべき申告

の手続き上の規定を定めたものです。減額対象家屋の納税義務者は、耐震改修完了後

３カ月以内に申告しなければならず、減額措置の内容は、該当となった家屋について、

平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に、一定の耐震改修を行い、

一定の基準に適合する旨の証明がされた場合、改修工事が完了した年の翌年度分から

２年度間、当該家屋に係る固定資産税額の２分の１に相当する額を当該家屋に係る固

定資産税から減額することとなります。平成２７年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用します。 

 続きまして１５行目、附則第１６条を次のように改めるから下の表までの改正文は、

軽自動車税の税率の特例について定めたもので、このたび改正をいたします軽自動車

税の税率について、初めて車両番号の指定を受けてから１４年を経過した年度以後の

年度分の３輪以上の軽自動車に対し、重課の規定を定めたものであります。重課の割

合は、改正後の標準税率のおおむね２０パーセントの重課税率となっておりまして、

平成２８年４月１日施行で、平成２８年度以後の年度分の軽自動車税について適用と

なります。 

 ただし、平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送法第６０条第１項後段の規定

による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車税については、改正前の自動車税

の税率となります。重課の内訳といたしましては、軽自動車で３輪のものにつきまし

て３,９００円が４,６００円、 ４輪以上の乗用で、営業用が６,９００円が８,２００

円、４輪以上の乗用で、自家用が１万８００円が１万２,９００円、４輪以上の貨物用

で、営業用が３,８００円が４,５００円に、４輪以上の貨物用で、自家用のものが５,

０００円が６,０００円となります。 

 続きまして、表の下の２行、附則第１７条の２第１項の部分の改正文につきまして

は、優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の

特例について、適用期限を３年間延長するものです。この特例によりまして、所有期

間が５年超である土地等を譲渡した場合、課税長期譲渡所得金額の合計額２,０００万

円以下の部分に対しては、これは町道民税合わせてですが４パーセント、２０００万

円超の部分に対しては５パーセントの税率によって分離課税されています。  

 表の下から３行目、４行目の改正文ですが、ここは一般株式等に係る譲渡所得等に

係る個人の町民税の課税の特例についての規定で、規定の明確化を図るため条文整理
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をしたものです。平成２９年１月１日施行で、平成２９年度以後の年度分の個人町民

税について適用します。 

 表の下から５行目、7 行目の改正文につきましては、上場株式等に係る譲渡所得等

に係る町民税の課税の特例についての規定中、適用条文が繰り下がったことによる条

文整理であります。 

 同じページの表の下から８行目から次ページの１行目までの改正文につきましては、

非課税口座内上場株式等の譲渡に係る町民税の所得計算の特例についての規定中、贈

与、相続、遺贈により払い出しがあった非課税口座内上場株式等を取得した納税者の

所得割の計算について、条文に加えたものです。平成２７年１月１日施行で、平成２

７年度以後の年度分の個人の町民税について適用します。  

 ２行目、附則第２１条第１項を次のように改めるから１２行目までの改正文は、旧

民法第３４条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例を受けようとする者

がすべき申告についての改正ですが、本町においては該当がありません。  

 １３行目、附則第２２条から第２３条までを削るにつきましては、東日本大震災関

連の改正でありまして、本町においては該当がなく、１４行目の附則第２４条を附則

第２２条としの部分の改正文は、条を２条ずつ繰り上げたものでございます。 

 以上で、議案４３号本別町税条例等の一部改正についての概要説明とさせていただ

きます。 

 それでは、改正文の朗読をさせていただきます。  

（「説明省略」と呼ぶ者あり） 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） ただいま黒山久男君から、説明省略との動議が提出されまし

た。 

 この動議は賛成者がありますので成立しました。  

 説明を省略することの動議を採決します。  

 この動議のとおり説明省略することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４３号本別町税条例等の一部改正について、説明を省略すること

の動議は可決されました。  

○住民課長（千葉輝男君） それでは以上で、議案第４３号本別町税条例等の一部改

正についての説明にかえさせていただきます。 

○議長（方川一郎君） これから、質疑を行います。  

 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） 提案理由のところに、地方税法の一部改正に伴い改正する

という説明なので、そのとおりだというふうに思うのですけれども、主に軽自動車税
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の関係で伺いたいというふうに思います。  

 まず率直に言って、どうして軽自動車税率が改正になって増額に値上げされたのか

ということについての地方税法の改正にかかわる説明というのは受けているのかどう

なのか、そのことをまず伺いたいと思います。  

 私が知る範囲で言うと、これはまさにＴＰＰ関連のアメリカの要求に沿ったものだ

と私は考えていますけども、そのような説明を受けているのかどうなのか。  

 それから、本町においては、いろんな、役場の車として軽自動車も随分活用されて

いると思いますので、そういうことも当然、このことは影響してくるなというふうに

思うので、これは税務課というよりは担当課になるのかな、そういうようなことも影

響すると思うのですね。その辺についてもあわせて伺いたいと思います。  

 税法改正とは直接かかわりないけども、影響を受けるという意味では町民の財産で

すから当然のことだと思うのですけども。お願いします。 

○議長（方川一郎君） 答弁、千葉住民課長。 

○住民課長（千葉輝男君） 今回の地方税の改正につきましては、特段振興局に集ま

っての説明だとか、そういうものは受けておりませんで、上のほうからメールで地方

税法はこのように変えましたよということできているものです。  

○議長（方川一郎君） 答弁、大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） 今、町が持っている軽自動車税についてということです

が、本町に持っている自動車についても全て課税をされているのが現実でございます。

以上です。 

○議長（方川一郎君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） 国のほうからの説明がないからわからないということで、

その答弁はそのとおりだと思うのですけども、例えば、軽自動車税って本別の財政に

入るお金ですよね。ということは、では伺いますけども、本別の現行の軽自動車の所

有台数というのは何台くらいになっているのか。  

 それから今、課税されていますという答弁だったのですけども、今回のこれ、平成

２９年からということが主なことのようですけども、現行の課税の金額と改正後の金

額というのも、もし試算があれば伺いたいと思います。それは要するに町の支出と同

時に収入にもなるという、おかしなというかそういう関係だとは思うのですけども、

試算があれば伺いたいと思います。  

○議長（方川一郎君） 答弁、千葉住民課長。 

○住民課長（千葉輝男君） お答えいたします。 

 ２６年度の当初賦課の部分の台数でございますけども、一般にいう軽自動車につき

ましては４輪以上の乗用で自家用のものが１ ,３０９台、それから貨物で営業用が１８

台、自家用が８８５台となっております。これは本別町全体の課税の台数でございま

す。 
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○議長（方川一郎君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） 町の所有している自動車の関係の数字は出てこないのです

けども、今、町内に所有されている軽自動車の台数が自家用で１ ,３０９台、その他と

いうことになっています。今の段階で試算はできないのかもしれませんけども、それ

ぞれ自家用とか貨物とかと分けて、今数字が出ているものですから、これはそれだけ

持っている方に影響があるということですから、数字として押さえていれば伺いたい

と思います。影響額。 

○議長（方川一郎君） 答弁、千葉住民課長。 

○住民課長（千葉輝男君） 先ほど、台数申し上げましたけども、２６年度の当初賦

課で、原動機付自転車から２輪、一般にいう軽自動車全て含めてですが、税額につい

ては大体１,６５０万円程度。それで、今回改正になる部分、現行の所有台数での試算

ですから、軽自動車については２７年４月１日以後に取得した部分が税率が上がりま

す。そのほかの部分につきましては２７年４月１日から適用となりますので、現在の

台数で言いますと、先ほど言った課税額よりも１１０万円ほど増額となる見込であり

ます。 

○議長（方川一郎君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。  

 これから、討論を行います。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで、討論を終わります。  

 これから、議案第４３号本別町税条例等の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４３号本別町税条例等の一部改正については、原案のとおり可

決されました。 

───────────────────────────────────────  

◎日程第７ 議案第４４号 

○議長（方川一郎君） 日程第７ 議案第４４号本別町国民健康保険税条例の一部改

正についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。  

 千葉住民課長。 
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○住民課長（千葉輝男君） 議案第４４号本別町国民健康保険税条例の一部改正につ

きまして、提案内容の御説明をさせていただきます。  

 このたびの改正につきましては、地方税法の改正により、課税限度額の見直しと低

所得者に係る軽減措置の拡充が行われたことにより条例改正を行うものでございます。 

 始めに概要を申し上げますが、平成２４年８月に成立しました社会保障制度改革推

進法に基づき設置された社会保障制度改革国民会議の報告書が平成２５年８月に取り

まとめられ、その中で、国民健康保険税に低所得者に対する対応をすべきであること、

また、相当の高所得者であっても保険料の賦課限度額しか負担しない仕組みを改める

ため、保険料の賦課限度額の引き上げをすることの２点が提言され、国民健康保険税

のうち、後期高齢者支援金等課税額の限度額を１４万円から１６万円に、介護納付金

課税額の限度額を１２万円から１４万円にそれぞれ引き上げるものです。  

 また、低所得者対策といたしまして均等割額、世帯平等割額の５割軽減、２割軽減

の軽減判定基準所得を引き上げ、軽減対象者の拡充を図るものです。  

 それでは改正条文を朗読して、提案説明とさせていただきます。  

 本別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  

 本別町国民健康保険税条例（昭和３４年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項にただし書中「１４万円」を「１６万円」に改め、同条第４項ただし

書中「１２万円」を「１４万円」に改める。  

 第１８条第１項中「第２４条の３７第１項」を「第２４条の３６」に改める。  

 第２１条第１項中「１４万円」を「１６万円」に、「１２万円」を「１４万円」に改

め、同項第２号中「（当該納税義務者を除く。）」を削り、同項第３号中「３５万円」を

「４５万円」に改める。 

 附則。 

 施行期日。 

 １、この条例は、交付の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。  

 適用区分。 

 ２、この条例による改正後の本別町国民健康保険税条例の規定は、平成２６年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２５年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。  

 以上で、議案第４４号本別町国民健康保険税条例の一部改正についての提案内容の

説明とさせていただきます。  

○議長（方川一郎君） これから、質疑を行います。  

 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） 低所得者への対応、課税限度額の引き上げ等で課税の軽減

措置を図る内容だという説明だったというふうに理解しております。  

 それで、それぞれ１４万円が１６万円、１２万円が１４万円となっていますけれど
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も、それぞれの例えば２５年度課税ベースでの影響額等の試算があれば伺いたいとい

うのと、こういう今言った軽減措置の法律なり条例なり決めたのだけども、対象者が

本町の場合どれくらいいるのかということが、例えば、後期高齢者なんかの場合は、

逆に軽減の対象者が本別は余りいなくて本別はちょっと上がってしまったという実例

もありますよね。そういうこともあるものですから、対象者数等も含めて影響額等を

伺いたいと思います。 

○議長（方川一郎君） 答弁、千葉住民課長。 

○住民課長（千葉輝男君） お答えいたします。 

 ただいま申し上げました限度額の引き上げによります部分でございますけども、後

期高齢の支援分、２万円限度額上がりますが、この改正によりまして限度額超の世帯

は、改正前は１２９世帯ありましたけども、限度額を超える世帯は、限度額が上がっ

たことによりまして９５世帯となりますが、残りの３４世帯につきましては、改正前

の１４万円と１６万円の間で影響額は出てきております。ですから、影響のある世帯

につきまして１２９世帯ということで、限度額の超過額ということになりますけども

２２８万８,９９２円が限度額を超えた金額となります。  

 それから介護納付金の分につきましては、限度額を超えていた世帯が、改正前は１

２世帯だったのが、改正後は５世帯が限度額を超過する世帯となっています。残りの

７世帯につきましては、先ほど申し上げたのと同じですが、改正前の１２万円の限度

額と今回改正後の１４万円の間で動きが当然ありますけども影響が出る世帯となって

おりまして１２世帯が影響があって、限度額超過額につきましては、これは超過額の

部分ですけども１７万４,３７３円が限度額超過額となっております。  

 それから、軽減の部分ですが、５割軽減で今回軽減の範囲を拡大したということで、

どの程度対象となったかということですけども、５割軽減で世帯平等割が９７世帯、

それから均等割が１３８名、金額にしまして約３９０万円が軽減の対象となっており

ます。２割軽減の部分では、７８世帯、均等割につきましては１４１名、軽減額では

１４９万円ほどの軽減額が出ております。  

 以上でございます。 

○議長（方川一郎君） よろしいですか。 

○１０番（阿保静夫君） はい。 

○議長（方川一郎君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。  

 これから、討論を行います。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 
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 これで、討論を終わります。  

 これから、議案第４４号本別町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４４号本別町国民健康保険税条例の一部改正については、原案

のとおり可決されました。  

───────────────────────────────────────  

◎日程第８ 議案第４５号 

○議長（方川一郎君） 日程第８ 議案第４５号平成２５年度栄町団地公営住宅建替

工事（１２号棟）請負契約についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） 議案第４５号平成２５年度栄町団地公営住宅建替工事（１

２号棟）請負契約につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  

 この事業は、国の補正予算による平成２５年度繰越事業であります。  

 平成２５年度栄町団地公営住宅建替工事（１２号棟）請負契約締結にあたりまして

は、予定価格が５,０００万円以上の工事契約となりますので、地方自治法第９６条第

１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第

２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。  

 契約の目的は、栄町団地公営住宅建替に伴う１２号棟建設工事で、工事内容は、木

造平屋１棟４戸建て、延べ床面積３１９.８３平方メートルの建物と周りの緑化４０８

平方メートル及び４台分の駐車場、排水設備４７メートル、共同菜園２２７平方メー

トル及びごみ置き場１カ所を施工するものでございます。  

 契約の方法につきましては、指名競争入札による契約で、指名委員会は、平成２６

年３月５日に開催し、指名業者は、株式会社鹿島組、株式会社塚林建設、中前建設株

式会社、株式会社楠茂建設、株式会社野田組、株式会社山本建設、株式会社稲田建設

の７者を選考いたしました。  

 平成２６年３月１７日に指名通知を行い、平成２６年４月９日に入札を執行してお

ります。 

 契約金額は６,４８０万円で、入札回数は１回で落札をしております。  

 契約の相手方は、中川郡本別町北８丁目１番地２、株式会社塚林建設、代表取締役、

○○○○でございます。 

 仮契約は、平成２６年４月９日に行っております。  
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 工期は、着工が本契約の日から７日以内で、完成は平成２６年９月２日でございま

す。 

 以上、議案第４５号平成２５年度栄町団地公営住宅建替工事（１２号棟）請負契約

についての提案にかえさせていただきます。  

 よろしく、御審議をお願いいたします。   

○議長（方川一郎君） これから、質疑を行います。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。  

 これから、討論を行います。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで、討論を終わります。  

 これから、議案第４５号平成２５年度栄町団地公営住宅建替工事（１２号棟）請負

契約についてを採決します。  

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４５号平成２５年度栄町団地公営住宅建替工事（１２号棟）請

負契約については、原案のとおり可決されました。  

───────────────────────────────────────  

◎日程第９ 議案第４６号 

○議長（方川一郎君） 日程第９ 議案第４６号平成２５年度向陽町団地公営住宅改

善工事（Ｂ棟－１８）請負契約についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） 議案第４６号平成２５年度向陽町団地公営住宅改善工事

（Ｂ棟－１８）請負契約につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  

 この事業につきましても、国の補正予算による平成２５年度繰越事業であります。  

 平成２５年度向陽町団地公営住宅改善工事（Ｂ棟－１８）請負契約締結にあたりま

しては、予定価格が５,０００万円以上の工事契約となりますので、地方自治法第９６

条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条

例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。  

 契約の目的は、向陽町団地公営住宅改善事業に伴うＢ棟１８の改修工事で、工事内

容は、コンクリートブロック造平屋１棟４戸建て、延べ床面積１９３.０５平方メート
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ルの建物と排水設備７９メートルを施工するものでございます。  

 契約の方法につきましては、指名競争入札による契約で、指名委員会は、平成２６

年３月５日に開催し、指名業者は、株式会社鹿島組、株式会社塚林建設、中前建設株

式会社、株式会社楠茂建設、株式会社野田組、株式会社山本建設、株式会社山中の７

者を選考いたしました。 

 平成２６年３月１７日に指名通知を行い、平成２６年４月９日に入札を執行してお

ります。 

 契約金額は５,０２２万円で、入札回数は１回で落札をしております。  

 契約の相手方は、中川郡本別町南２丁目７番地１６、株式会社鹿島組、代表取締役、

○○○○でございます。 

 仮契約は、平成２６年４月９日に行っております。  

 工期は、着工が本契約の日から７日以内で、完成は平成２６年９月１２日でござい

ます。 

 以上、議案第４６号平成２５年度向陽町団地公営住宅改善工事（Ｂ棟－１８）請負

契約についての提案にかえさせていただきます。  

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから、質疑を行います。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。  

 これから、討論を行います。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで、討論を終わります。  

 これから、議案第４６号平成２５年度向陽町団地公営住宅改善工事（Ｂ棟－１８）

請負契約についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４６号平成２５年度向陽町団地公営住宅改善工事（Ｂ棟－１８）

請負契約については、原案のとおり可決されました。  

───────────────────────────────────────  

◎日程第１０ 議案第４７号 

○議長（方川一郎君） 日程第１０ 議案第４７号北海道市町村総合事務組合規約の

変更についてを議題とします。  
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 提案理由の説明を求めます。  

 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） 議案第４７号北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

いて、提案理由の説明を申し上げます。  

 北海道市町村職員総合事務組合の組織団体であります上川中部消防組合及び伊達・

壮瞥学校給食組合及び統合により赤平市が解散脱退し、道央廃棄物処理組合、鷹栖町、

上川町の新規加入することに伴い、一部事務組合であります北海道市町村総合事務組

合の規約の変更の必要が生じてまいりました。  

 これに伴いまして、地方自治法第２９０条の規定により構成する全市町村の議決が

必要となったため提案するものでございます。 

 それでは、改正条文により説明をさせていただきます。  

 なお、括弧書きの朗読は省略させていただきます。  

 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７日市町村第１９７３号指令）の一

部を次のように変更する。  

 別表第１石狩振興局（１５）の項中「（１５）」を「（１６）」に改め、「北海道後期高

齢者医療広域連合」の次に「、道央廃棄物処理組合」を加え、同表空知総合振興局（３

５）の項中「（３５）」を「（３４）」に改め、「赤平市、」を削り、同表上川総合振興局

（３１）の項中「（３１）」を「（３０）」に改め、「、上川中部消防組合」を削り、同表

胆振総合振興局（１３）の項中「（１３）」を「（１２）」に改め、「、伊達・壮瞥学校給

食組合」を削る。 

 別表第２の１から７の項中「、赤平市」を削り、「長万部町」の次に「、鷹栖町、上

川町」を加え、「、上川中部消防組合」を削り、同表９の項中「北海道後期高齢者医療

広域連合」の次に「、道央廃棄物処理組合」を加え、「、上川中部消防組合」及び「、

伊達・壮瞥学校給食組合」を削る。 

 附則。 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定によ

る総務大臣の許可の日から施行する。  

 以上、議案第４７号北海道市町村総合事務組合規約の変更についての提案説明とさ

せていただきます。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから、質疑を行います。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。  

 これから、討論を行います。  
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで、討論を終わります。  

 これから、議案第４７号北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４７号北海道市町村総合事務組合規約の変更については、原案

のとおり可決されました。  

───────────────────────────────────────  

◎日程第１１ 議案第４８号 

○議長（方川一郎君） 日程第１１ 議案第４８号北海道町村議会議員公務災害補償

等組合規約の変更についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。  

 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） 議案第４８号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規

約の変更について、提案理由の説明を申し上げます。  

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合の組織団体であります上川中部消防組合及

び伊達・壮瞥学校給食組合が解散脱退し、道央廃棄物処理組合が新規加入することに

伴い、一部事務組合であります北海道町村議会議員公務災害補償等組合の規約の変更

の必要が生じてまいりました。  

 これに伴いまして、地方自治法第２９０条の規定により構成する全市町村の議決が

必要となったため提案するものでございます。 

 それでは、改正条文により説明をさせていただきます。  

 なお、括弧書きの朗読は省略させていただきます。  

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和４３年５月１日地方第７２２号

指令許可）の一部を次のように変更する。  

 別表第１中「上川中部消防組合」及び「伊達・壮瞥学校給食組合」を削り、「道央廃

棄物処理組合」を加える。  

 附則。 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定によ

る総務大臣の許可の日から施行する。  

 以上、議案第４８号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についての
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提案説明とさせていただきます。  

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから、質疑を行います。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。  

 これから、討論を行います。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで、討論を終わります。  

 これから、議案第４８号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

てを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４８号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につ

いては、原案のとおり可決されました。  

 ───────────────────────────────────────  

◎日程第１２ 議員派遣の件 

○議長（方川一郎君） 日程第１２ 議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本件については、会議規則第１２９条の規定によって、お手元にお配りしました派

遣内容のとおり、議員を派遣したいと思います。  

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の件は、お手元にお配りしました派遣内容のとおり、議員を

派遣することに決定いたしました。  

───────────────────────────────────────  

◎閉会宣告 

○議長（方川一郎君） これで、本日の日程は全部終了しました。  

 会議を閉じます。 

 平成２６年第２回本別町議会臨時会を閉会いたします。  

 御苦労さまでした。 

閉会宣告（午後 ２時４１分） 
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